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奈良スーパーアプリ利用拡大に向けた施設予約設定支援業務仕様書 

 

１ 業務名称 

  奈良スーパーアプリ利用拡大に向けた施設予約設定支援業務 

 

２ 契約期間 

  契約日から令和７年 3 月２８日まで 

 

３ 背景と目的 

2022 年 3 月に奈良デジタル戦略（以下、「デジタル戦略」という。）を策定し、人口

減少やテクノロジーの進化などの社会情勢の変化を踏まえ、行政・家庭・経済の 3 分野

で地域のデジタル化を戦略的に推進することとしている。 

デジタル戦略を受けて、県では、令和５年度から Salesforce が提供するプラットフォ

ームを活用した奈良スーパーアプリ（以下、「奈良 SA」）を構築し、県民は、デジタル空

間上で行政上の手続きや制度、事業、施設案内を受けることができるようになり、行政

職員は、申請・届出等の行政手続をノーコード／ローコードツールを用いてシステム化

することができるようになった。これにより、奈良ＳＡポータルを通して、各種行政手

続をオンライン上で受け付けることが可能となった。 

本業務では、奈良 SA の機能の 1 つである、「施設予約機能」を用いて、県内の自治体

が保有する施設の利用を予約するにあたり電話や窓口対応等が主となっている施設を対

象に初期設定登録及び移行支援を行い、施設予約・管理のデジタル化及び県民の利便性

向上を図る。 

 

４ 業務内容 

（１） 奈良ＳＡ施設予約機能の初期設定登録 

  ・別紙１（奈良 SA 施設予約機能 設定登録施設一覧）記載の施設について施設予約の

初期設定登録を実施すること。移行に向けた奈良 SA のマニュアルについては、別紙

２（施設予約機能操作マニュアル）参照するものとし、奈良 SA 施設予約機能を理解

した上で実施すること。特に、同機能は、Salesforce が提供するプラットフォームに

より、構築されていることを念頭に、同機能にかかるオブジェクト構成について、オ

ブジェクト数も含め、理解した上で、業務を実施することとし、県は、そのために必

要な資料提供をできる限り行うものとする。 

  ・施設及び設備その他備品や料金体系等、設定登録に必要となる情報を記載した初期設

定業務整理シートに基づいて作業を行うものとし、当シートは県で用意する。ただし、

当シートの一部情報については、次に記載する打ち合わせにおいて確認するものと

する。 
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・設定登録にあたっては、作業に着手する前に、施設管理者等と初期設定業務整理シー

トの入力項目の詳細整備、内容の精査、修正点及び奈良 SA 施設予約機能の仕様上想

定される懸念点の確認及び設定スケジュール等を共有するための打ち合わせを  

県保有施設は施設ごと、市町村保有施設は市町村ごとに実施するものとする。 

・上記打ち合わせは、市町村によって複数回実施することも想定されるため、３０回程

度の実施を見込むこととし、すべて WEB 会議により実施するものとする。 

・上記打ち合わせの都度、議事概要を作成すること。 

・設定登録のなかで、施設からの要望に奈良 SA 施設予約機能の仕様上、表現が困難な

場合は、当該箇所に対する運用上の柔軟な対応案を各施設に提案すること。 

・設定登録にあたっては、画面入力により行うことを基本とするが、データローダーや

その他 RPA 等のツールを利用することは妨げない。ただし、同ツールが作業工程の

全部もしくは一部について利用できないことが判明した場合の契約変更は認めない

ものとする。 

（２） 施設管理者等への運用サポート  

・設定登録した施設予約内容について、以下の手順により、テスト検証を実施すること

とし、そのために必要な準備を行うものとする。 

    ①受託者において、登録内容の確認テスト、計算ロジックの単体テストを実施。な

お、利用者がスマートフォンを利用することを想定し、Android、iOS において

も確認テストを行うものとし、そのため必要となる端末は受託者において準備

すること。 

  ②受託者において、検証環境での利用者向け画面・職員向け画面により、予約申込

から審査完了までの一連の操作の流れを実演する動画及び設定登録施設ごとに

懸念点を説明する補足資料を用意。なお、動画は１種類のみでも可とする。 

③②の動画及び資料を用いて、各施設管理者等に対して説明。（実演は、県保有施

設は施設ごと、市町村保有施設は市町村ごとにつき原則 1 回実施すること） 

  ④受託者から当該施設管理者等に検証環境を提供し、当該施設管理者等において、

1 週間程度、動作を確認。 

   動作確認にあたっては、県で予め用意した検証チェックリストにより、各検証項

目が正常に動作するかを確認。 

※すべての検証項目において、正常に動作することが確認できたことをもって、テ

スト検証が完了としたものする。 

  ※テスト検証において、設定登録内容の修正が生じた場合は、県と相談しながら、

受託者において適切に対応すること。 

・検証環境によるテスト検証が完了した後、本番環境において適切に登録設定を行うこ

と。 

・奈良 SA 施設予約機能への各施設の管理業務の移行及びその後の円滑な運用が図られ
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るよう、別紙２をわかりやすく簡潔にまとめた以下の手順書を作成すること。なお、

手順書は設定登録施設ごとに作成するが、各施設で共通する手順は同内容としても

差し支えないものとする。 

  〇 設定登録にかかる手順書 

  〇 施設管理担当職員側の操作（業務）手順書 

  ※いずれも原則５０頁以内とし、フロー図を盛り込むなど、初めて施設予約管理業

務に携わる職員でも理解しやすい内容とすること。 

 

 （３） 奈良 SA 改善報告  

   ・(１)、（２）を進めるなかで把握した奈良 SA 施設予約機能の改善点や課題点につい

て、とりまとめの上、報告すること。 

 

５ 奈良 SA 利用環境について 

（１）本設定に必要な奈良 SA のライセンスは、県で対応する。 

（２）受託者は、奈良ＳＡを利用する者１名につきライセンス１つを使用するものとする。 

（３）受託者が、奈良ＳＡを利用する際は、デバイス証明書が発行されていてデバイス管

理ソリューションによって管理されているデバイス（以下「信頼できるデバイス」

という。）と VPN や Zero Trust Network Access 製品などのネットワークアクセス

テクノロジを介して接続されるネットワーク（以下「信頼できるネットワーク」と

いう。）の組み合わせを使用するものとする。 

（４）前項の信頼できるデバイスと信頼できるネットワークの組み合わせを使用できな

い場合は、Salesforce における MFA（多要素認証）を実現するため、登録されたセ

キュリティキーもしくは Salesforce Authenticator を使用することとする。 

（５）前項のセキュリティキーが必要な場合は受託者が準備すること。 

セキュリティキーの仕様及び登録方法は別紙参照 

 

６． 情報セキュリティ  

奈良県情報セキュリティポリシー及び別記１「情報セキュリティにかかる特記事項」の

規定を遵守するほか、個人情報に関する取扱いについては下記を遵守すること｡ 

（１）個人情報の取扱いについて、受託者は、本業務を履行するにあたり、別記２の「個

人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（２）本業務にて利用する個人情報については、利用の必要性を充分検討し、利用の範囲

を必要最小限にするとともに、個人の権利及び利益を侵害することのないよう配

慮すること。 

（３）受託者又は本業務の全部若しくは一部に従事している者若しくは従事していた者

は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に



4 

 

使用してはならない。 

（４）本業務にて利用する個人情報については、当該個人情報を正確なものに保つよう努

めなければならない。 

（５）本業務にて利用する個人情報については、過誤等のあるときは、本人の請求に基づ

き削除または訂正が出来るものとする。 

（６）個人情報については収集から廃棄に至るまで適切に取り扱うものとする。 

（７）再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先との間で個人情報に関

する適切な体制を確保しなければならない。 

（８）上記に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、

奈良県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１２月奈良県条例第１９

号）、奈良スーパーアプリサービス利用規約及び奈良スーパーアプリ個人情報の取

扱方針を踏まえ、個人情報を適切に取り扱うものとする。 

 

７．責任体制の整備 

（１）受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体

制を維持しなければならない。 

（２）受託者は、個人情報の保護に関する誓約書（別紙３）を提出しなければならない。 

（３）受託者は、全ての作業責任者及び作業従事者に対して、個人情報の保護に関する誓

約書（別紙４）を提出させるとともに、その誓約書の写しを県に提出しなければな

らない。 

 

８．データファイル等の帰属権 

（１）業務に関する情報が記録された記録媒体の内容をなす一切の情報は、業務を処理す

るため県が提供した県の情報であって、受託者はその内容を侵す一切の行為をし

てはならない。 

（２）県及び受託者は、業務に関する全ての情報の記録等、業務遂行の結果生じた全ての

情報は県の所有に係ることを確認する。 

（３）受託者は、この契約の履行による成果物及び記録媒体等の全てについて、第三者の

著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。 

 

 

 

９．成果報告書 

  提出期日：令和７年３月２８日（金） 

  内  容：各施設設定完了報告書、議事概要、（４）②で用意した動画（ファイル形式

は mp4 形式とする。）及び設定登録施設ごとの補足資料、設定登録施設ごと
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の手順書（２種類）、奈良ＳＡ改善報告のまとめを含めること（電子データ

による納品とする） 

 

１０．諸法令の遵守 

本業務の実施にあたっては、適用を受ける法律、政令、省令、告示、条例、規則等を遵守

し、適法に業務の実施をするよう対処しなければならない。  

  

１１．その他 

（１）本仕様書の解釈について疑義を生じたとき、またはこの仕様書に定めのない事項

については、県と協議のうえ解決するものとする。  

（２）本業務の履行にあたっては、別記３「公契約条例に関する遵守事項」を遵守する

こと。 
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別記１ 

 

情報セキュリティに係る特記事項 

 

本業務委託の履行にあたり、奈良県情報セキュリティポリシーを遵守すること。特に下記の

事項については留意すること 

 

記 

 

（認定・認証制度の適用） 

第１ 個人情報等を取り扱う場合、ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク

等の第三者認証を取得していることを明示すること 

 

（情報へのアクセス範囲等） 

第２ 取り扱う情報の種類、範囲及びアクセス方法を明確にすること（どの情報をどこに保

存しているか、誰がどのようにアクセスできるのか明示すること） 

 

（再委託先の情報セキュリティ） 

第３ 再委託する場合は、元請けと同等以上の情報セキュリティ対策が確保されているこ

と（再委託先が ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク等の第三者認証を取

得していること）を明示すること 

 

（情報セキュリティ事故発生時の対応） 

第４ 情報セキュリティ事故またはそのおそれを覚知した場合は、直ちに発注者側担当者

に連絡するとともに、発注者と連携して迅速な対応を行うこと 

 

（電子メール利用時の遵守事項） 

第５ インターネットメール送信時には、特に以下の点に留意すること 

・送信先メールアドレスに間違いがないか十分に確認すること 

・外部の複数の宛先にメールを送信する場合は、ＢＣＣで送信すること 

・機微な情報を送信するときは暗号化すること 

 

（郵便等利用時の遵守事項） 

第６ 郵便やファックスを送信する場合は、送り先や内容に間違いがないよう複数人で確

認すること 
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（コンピュータウイルス等の不正プログラム対策） 

第７ 奈良県の情報を取り扱うサーバや端末等にはウイルス対策ソフトを導入するととも

に、不正アクセスがないか監視すること 

２ 奈良県の情報を取り扱うサーバや端末等で使用する OS やソフトウエアは、常に最新の

状態に保つこと 

（情報の持ち出し管理） 

第８ 仕様書等で定める場合を除き、奈良県の情報を外部記録媒体等で持ち出しすること

を禁止すること 

 

（契約満了時のデータ消去） 

第９ 契約満了後、特記ある場合を除き、委託先端末等に保存されている個人情報等は完全

に消去の上、消去証明書を提出すること 

 

（準拠法・裁判管轄） 

第 10 データセンターを利用する場合、データセンターが国内の法令及び裁判管轄が適用

される場所にあること 

 

（契約満了時のアカウント削除） 

第 11 クラウドサービス等でその利用を終了する場合、アカウントが正式に削除・返却さ

れたことを明示すること 

 

（サービスの設定） 

第 12 発注者または受注者が公開設定のあるサービスを利用する場合、適切に設定されて

いるか確認すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

別記２ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 受託者は、奈良県の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個

人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は奈良県の承諾なしに第三者に提供してはな

らない。 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第５ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（従事者の監督） 

第６  受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が

図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があ

ることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 受託者は、この契約による事務を処理するために奈良県から引き渡された個人情報

が記録された資料等を奈良県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 受託者は、奈良県が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第９ 受託者は、この契約による事務を処理するために、奈良県から提供を受け、又は受託
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者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直

ちに、奈良県に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、奈良県が別に指示したときは、

当該指示に従うものとする。 

（取扱状況についての指示等） 

第 10 奈良県は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、受託

者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をする

ことができる。この場合において、受託者は、拒んではならない。 

（事故発生時における報告） 

第 11 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに、奈良県に報告し、奈良県の指示に従うものとする。 

（損害賠償等） 

第 12 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、奈

良県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責

めに帰すべき事由により、奈良県又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 

２ 奈良県は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契

約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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別記３ 

 

                            公契約条例に関する遵守事項 

 

 本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。 

 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本

業務を適正に履行すること。 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法

第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、

同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11 条

に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続

被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用

される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による

届出を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行

うこと。 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が

雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知

し、遵守するよう指導すること。 

     



別紙１

団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

大和高田市 市民交流センター　コスモスプラザ 多目的室

大和高田市 市民交流センター　コスモスプラザ 会議室

体育館 主競技場

体育館 サブ競技場

体育館 トレーニング室

体育館 相撲場

体育館 体育館会議室

武道館 第１道場

武道館 第２道場

武道館 武道館１階会議室

武道館 武道館２階会議室

九条スポーツセンター 体育室

九条スポーツセンター 多目的室

九条スポーツセンター グラウンド

九条スポーツセンター ゲートボール場

大和郡山市総合公園施設 市営球場

大和郡山市総合公園施設 多目的運動場

大和郡山市総合公園施設 テニスコートＡ

大和郡山市総合公園施設 テニスコートＢ

大和郡山市総合公園施設 多目的体育館全面

大和郡山市総合公園施設 控室

大和郡山市中央公民館 小ホール

大和郡山市中央公民館 和室

大和郡山市中央公民館 調理室

大和郡山市中央公民館 音楽室

大和郡山市中央公民館 茶室

大和郡山市中央公民館 研修室1

大和郡山市中央公民館 研修室2

大和郡山市中央公民館 研修室3

大和郡山市中央公民館 美術室

大和郡山市中央公民館 工作室

大和郡山市中央公民館 ミーティングルーム

大和郡山市中央公民館 円卓ルーム

総合体育館 主競技場

総合体育館 サブ競技場

総合体育館 選手控室

総合体育館 研究室

運動場 第１グラウンド

運動場 第２グラウンド

グラウンド グラウンド

テニスコート テニスコート

大和高田市

福住運動場

⾧柄運動公園

8

九条スポーツセンター

3

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

大和郡山市総合公園施設

11

大和高田市武道館

大和高田市総合体育館

大和高田市市民交流センター

コスモスプラザ

天理市

大和郡山市中央公民館

223大和郡山市

2

1 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

総体競技場 全面

総体競技場 2分の１

総体競技場 3分の１

総体競技場 3分の２

総合体育館 剣道場

総合体育館 柔道場

総合体育館 会議室

総合体育館 卓球場・トレーニング室

市民体育館 市民体育館

多目的グラウンド 全面

多目的グラウンド 東グラウンド

多目的グラウンド 西グラウンド

庭球場 テニスコート

庭球場 テニスコート

庭球場 テニスコート

庭球場 テニスコート

桜井市立図書館 研修室１

桜井市立図書館 研修室２

桜井市立図書館 研修室３

桜井市立図書館 和室

桜井市まほろばセンター ひみっこぱーく

桜井市まほろばセンター 多目的ホール

桜井市まほろばセンター 交流室1

桜井市まほろばセンター 交流室2

桜井市まほろばセンター 交流室3

桜井市まほろばセンター 交流室4

桜井市まほろばセンター 交流室5

桜井市まほろばセンター 交流室6

桜井市まほろばセンター 交流室7

上野公園総合体育館 競技場

上野公園総合体育館 会議室

上野公園総合体育館 研修室

上野公園総合体育館 舞台

上野公園総合体育館 多目的室

上野公園 野球場

上野公園 多目的グランド（人工芝）

上野公園 多目的グランド（人工芝除く）

上野公園 多目的グランド（サブグラウンド）

上野公園 テニスコート

阿田峯公園 体育館

阿田峯公園 多目的グランド

阿田峯公園 テニスコート

阿田峯公園 会議室

保健福祉センター 保健福祉センター カルム

上野公園

3

桜井市まほろばセンター

桜井市立図書館

上野公園総合体育館

29

阿田峯公園

15五條市 4

芝運動公園体育施設

桜井市

2 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

アザレアホール 文化ホール ホール

大研修室（多目的ホール） 大研修室（多目的ホール）

中研修室 中研修室

小研修室 小研修室

商品開発室 商品開発室

香芝市総合福祉センター 多目的室

香芝市総合福祉センター 創作工芸室

香芝市総合福祉センター 健康増進室

香芝市総合福祉センター 調理実習室

香芝市総合福祉センター 会議室１

香芝市総合福祉センター 会議室２

香芝市総合福祉センター 会議室３

香芝市総合福祉センター 会議室４

ゲートボール場 ゲートボール場

香芝市保健センター 健康増進室１

香芝市保健センター 健康増進室２

香芝市保健センター 会議室

新庄文化会館 ホール

新庄文化会館 リハーサル室

新庄文化会館 楽屋Ａ

新庄文化会館 楽屋Ｂ

新庄文化会館 楽屋Ｃ

新庄文化会館 楽屋事務室

新庄文化会館 展示室

當麻文化会館 ホール

當麻文化会館 控室

當麻文化会館 展示ホール

當麻文化会館 大研修室

當麻文化会館 中研修室

當麻文化会館 小研修室

當麻文化会館 音楽室

當麻文化会館 セミナー室

當麻文化会館 メディアルーム

當麻文化会館 調理実習室

當麻文化会館 和室

當麻文化会館 創作室

當麻文化会館 陶芸室

當麻文化会館 団体交流室

當麻文化会館 小会議室

産業振興センター

香芝市保健センター

當麻文化会館

新庄文化会館

22

香芝市

香芝市総合福祉センター

2 12

葛城市

御所市 2 5

2

3 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

総合体育館 競技場（全面・２分割・３分割あり）

総合体育館 健康相談室

総合体育館 会議室

総合体育館 トレーニング室

総合体育館 格技室

総合体育館 小体育室

宇陀市榛原グリーンテニスコート テニスコートA面

宇陀市榛原グリーンテニスコート テニスコートB面

宇陀市榛原グリーンテニスコート テニスコートC面

宇陀市榛原グリーンテニスコート テニスコートD面

総合運動場 総合運動場 グランド全面（全面・A面・B面分割あり）

宇陀市文化会館 かぎろひホール

宇陀市文化会館 展示ホール

宇陀市文化会館 研修室

宇陀市文化会館 セミナー室

宇陀市文化会館 メディアルーム

宇陀市文化会館 和室

宇陀市文化会館 創作室

ふれあいホール ホール

ふれあいホール 研修室

ふれあいホール リハーサル室

多目的広場 多目的広場

屋内ゲートボール場 コート①

屋内ゲートボール場 コート②

屋内ゲートボール場 コート③

屋内ゲートボール場 コート④

屋内ゲートボール場 コート⑤

屋内ゲートボール場 コート⑥

体育館 体育館

グラウンド グラウンド

グラウンド・ゴルフコース グラウンド・ゴルフコース

多目的グラウンド 多目的グラウンド

研修棟 応接室

研修棟 大研修室

研修棟 和室

研修棟 青年研修室

研修棟 女性研修室

研修棟 料理実習室

総合スポーツセンター

ふるさとセンター

宇陀市文化会館

20山添村 2

宇陀市榛原グリーンテニスコート

総合体育館

4宇陀市 18

4 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

総合スポーツセンター グラウンド

総合スポーツセンター メインアリーナA

総合スポーツセンター メインアリーナB

総合スポーツセンター サブアリーナ

総合スポーツセンター テニスAコート

総合スポーツセンター テニスBコート

総合スポーツセンター テニスCコート

総合スポーツセンター テニスDコート

総合スポーツセンター 会議室A

総合スポーツセンター 会議室B

総合スポーツセンター 会議室C

北公園 テニスAコート

北公園 テニスBコート

中央公園 テニスAコート

中央公園 テニスBコート

中央公園 グラウンド

健民グラウンド 健民グラウンド グラウンド

総合文化センター くまがしホール

総合文化センター 中会議室１

総合文化センター 中会議室２

総合文化センター 中会議室３

総合文化センター 和室

総合文化センター 研修室１A

総合文化センター 研修室１B

総合文化センター 研修室２A

総合文化センター 研修室２B

総合文化センター 小会議室

三郷町文化センター 文化ホール

三郷町文化センター リハーサル室

三郷町文化センター 展示ホール

三郷町文化センター ロビー

三郷町文化センター 和室（１）

三郷町文化センター 和室（２）

三郷町文化センター 研修室（１）

三郷町文化センター 研修室（２）

三郷町文化センター 研修室（３）

三郷町文化センター 会議室

三郷町文化センター 音楽室

三郷町文化センター 創作室（１）

三郷町文化センター 創作室（２）

三郷町文化センター 視聴覚室

三郷町文化センター 陶芸室

三郷町文化センター 茶室

三郷町文化センター リスニング室

三郷町文化センター 調理室

三郷町文化センター 文化ホール（平土間）

三郷町文化センター 多目的室

三郷町文化センター

5

1

総合文化センター

中央公園

20

平群町 27

三郷町

北公園

総合スポーツセンター

5 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

斑鳩町中央公民館 大ホール

斑鳩町中央公民館 和室１

斑鳩町中央公民館 和室２

斑鳩町中央公民館 茶室

斑鳩町中央公民館 調理実習室

斑鳩町中央公民館 会議室

斑鳩町中央公民館 研修室１

斑鳩町中央公民館 研修室２

斑鳩町中央公民館 研修室３

斑鳩町中央公民館 研修室４

斑鳩町中央公民館 視聴覚室

斑鳩町中央公民館 創作室

斑鳩町中央公民館 陶芸室

斑鳩町中央公民館 素焼窯

斑鳩町中央公民館 本焼窯

斑鳩町中央公民館 展示室

斑鳩町中央体育館 アリーナ

斑鳩町中央体育館 サブアリーナ

斑鳩町中央体育館 武道場

斑鳩町中央体育館 研修室

斑鳩町中央体育館 トレーニングルーム

斑鳩町中央体育館 テニスコートA

斑鳩町中央体育館 テニスコートB

斑鳩町総合保健福祉会館 大会議室

斑鳩町総合保健福祉会館 会議室１

斑鳩町総合保健福祉会館 会議室２

斑鳩町総合保健福祉会館 会議室３

斑鳩町総合保健福祉会館 会議室４

斑鳩町総合保健福祉会館 視聴覚室

斑鳩町総合保健福祉会館 介助浴室

斑鳩町総合保健福祉会館 歩行浴室

斑鳩町西公民館 集会室１・２

斑鳩町西公民館 集会室１

斑鳩町西公民館 集会室２

斑鳩町西公民館 調理実習室

斑鳩町西公民館 研修室

斑鳩町西公民館 和室

斑鳩町東公民館 集会室１・２

斑鳩町東公民館 集会室１

斑鳩町東公民館 集会室２

斑鳩町東公民館 調理実習室

斑鳩町東公民館 研修室

斑鳩町東公民館 和室

天満スポーツグラウンド 天満スポーツグラウンド グラウンド全面

斑鳩健民運動場 健民運動場

斑鳩健民運動場 テニスコートA

斑鳩健民運動場 テニスコートB

斑鳩町町立体育施設 斑鳩小学校体育館

斑鳩町町立体育施設 斑鳩小学校運動場

斑鳩町町立体育施設 斑鳩東小学校体育館

斑鳩町町立体育施設 斑鳩東小学校運動場

斑鳩町町立体育施設 斑鳩西小学校体育館

斑鳩町町立体育施設 斑鳩西小学校運動場

斑鳩町町立体育施設 南中サブグラウンド

7斑鳩町 54

斑鳩町町立体育施設

斑鳩健民運動場

斑鳩町東公民館

斑鳩町西公民館

斑鳩町総合保健福祉会館

斑鳩町中央公民館

6 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

三宅町中央公園運動施設 健民運動場

三宅町中央公園運動施設 体育館　全面

三宅町中央公園運動施設 体育館　半面（東）

三宅町中央公園運動施設 体育館　半面（西）

三宅町中央公園運動施設 会議室

三宅町中央公園運動施設 テニスコート（東）

三宅町中央公園運動施設 テニスコート（西）

三宅町中央公園運動施設 ゲートボール場（東）

三宅町中央公園運動施設 ゲートボール場（西）

三宅町文化ホール 三宅町文化ホール 三宅町文化ホール

田原本町公民館 美術室(1)

田原本町公民館 美術室(2)

田原本町公民館 工作室

田原本町公民館 陶芸室

田原本町公民館 視聴覚室

田原本町公民館 音楽スタジオ

田原本町公民館 調理室

田原本町公民館 パソコン学習室

田原本町公民館 和室(1)

田原本町公民館 和室(2)

田原本町公民館 研修室(1)

田原本町公民館 研修室(2)

田原本町公民館 研修室(3)

田原本町公民館 会議室

弥生の里ホール 客席

弥生の里ホール 舞台

弥生の里ホール 楽屋1

弥生の里ホール 楽屋2

弥生の里ホール 楽屋3

弥生の里ホール 楽屋4

弥生の里ホール 楽屋5

田原本町中央体育館 体育館

田原本町中央体育館 庭球場1

田原本町中央体育館 庭球場2

田原本町中央体育館 庭球場3

田原本町中央体育館 庭球場4

上牧第一町民体育館 上牧第一町民体育館 体育館

上牧第二町民体育館 体育館

上牧第二町民体育館 多目的室

上牧第二町民体育館 和室

ペガサスホール ホール

ペガサスホール 小ホール

ペガサスホール エントランスロビー

ペガサスホール 楽屋１

ペガサスホール 楽屋２

ペガサスホール 楽屋３

ペガサスホール 楽屋４

三宅町中央公園運動施設

上牧町文化センター

上牧第二町民体育館

2田原本町

3上牧町

三宅町 2 10

11

26

田原本町中央体育館

田原本青垣生涯学習センター
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団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

王寺町地域交流センター リーベルホール

王寺町地域交流センター リーベルルーム

王寺町地域交流センター 練習室

王寺町地域交流センター フリールーム（１）

王寺町地域交流センター フリールーム（２）

王寺町地域交流センター フリールーム（３）

王寺町地域交流センター 調理実習室

王寺町地域交流センター ＩＴ室

王寺町地域交流センター 実習室

王寺町地域交流センター ＡＶルーム

王寺町地域交流センター 小会議室（１）

王寺町地域交流センター 小会議室（２）

王寺町地域交流センター 小会議室（３）

王寺町地域交流センター 小会議室（４）

王寺町地域交流センター 和室（大）

王寺町地域交流センター 和室（中）

王寺町地域交流センター 茶室

王寺町地域交流センター イベント広場

南公民館 会議室（１階）

南公民館 会議室（２階）

南公民館 会議室（２階）Ａ

南公民館 会議室（２階）Ｂ

南公民館 研修室・講義室

南公民館 研修室

南公民館 講義室

南公民館 実習室

南公民館 実習室Ａ

南公民館 実習室Ｂ

南公民館 調理室

南公民館 工作・美術陶芸室

南公民館 談話室

南公民館 資料室

南公民館 大ホール

南公民館 展示ホール

南公民館 控室A

南公民館 控室B

いずみアリーナ いずみアリーナ

いずみスクエア いずみホール

いずみスクエア 多目的室

いずみスクエア 会議室Ａ

いずみスクエア 会議室Ｂ

いずみスクエア 会議室Ｃ

いずみスクエア 会議室Ｄ

いずみスクエア 会議室Ｅ

いずみスクエア プレイロット

いずみスクエア 和室

いずみスクエア 調理室

いずみスクエア いずみギャラリーＡ

いずみスクエア いずみギャラリーＢ

王寺町やわらぎ会館 イベントホール

王寺町やわらぎ会館 多目的ホール

王寺町やわらぎ会館 小会議室１

王寺町やわらぎ会館 小会議室２

王寺町やわらぎ会館 和室会議室１

王寺町やわらぎ会館 和室会議室２

王寺町やわらぎ会館 研修室

王寺町文化福祉センター

王寺町地域交流センター

王寺町やわらぎ会館

王寺町防災コミュニティセンター

564王寺町
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団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

体育館 アリーナ（北面）

体育館 アリーナ（南面）

体育館 格技場

体育館 会議室

体育館 卓球室

広陵東体育館 体育館 アリーナ

広陵西体育館 体育館 アリーナ

広陵北体育館 体育館 アリーナ

体育館 アリーナ

体育館 会議室

体育館 和室

テニスコート テニスコート（西面）

テニスコート テニスコート（東面）

テニスコート テニスコート（西面）

テニスコート テニスコート（東面）

東テニスコート テニスコート テニスコート

テニスコート テニスコート（西面）

テニスコート テニスコート４（中央）

テニスコート テニスコート５（東面）

河合町立体育館 卓球台①

河合町立体育館 卓球台②

河合町立体育館 卓球台③

河合町立体育館 卓球台④

河合町立体育館 卓球台⑤

河合町立体育館 フロアＡ面

河合町立体育館 フロアＢ面

河合町立北体育館 河合町立北体育館 フロア

河合町中央公民館 多目的室Ａ

河合町中央公民館 会議室Ａ

河合町中央公民館 研修室Ａ

河合町中央公民館 多目的室Ｂ

河合町中央公民館 会議室Ｂ

河合町中央公民館 和室（大）

河合町中央公民館 和室（小）

河合町中央公民館 料理教室

河合町中央公民館 多目的室Ｃ

河合町中央公民館 研修室Ｂ

河合町中央公民館 パソコン教室

河合町中央公民館（旧館） 陶芸室

広陵中央体育館

3

真美ケ丘テニスコート

西谷公園テニスコート

健民テニスコート

真美ケ丘体育館

河合町中央公民館

河合町立体育館

19

20河合町

広陵町 9
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団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

カヌー艇庫 カヌー艇（1人乗り）

カヌー艇庫 カヌー艇（2人乗り）

カヌー艇庫 カヌー艇（4人乗り）

カヌー艇庫 カヌー体験

カヌー艇庫 パドル・ライフジャケット

カヌー艇庫 更衣室・シャワー室

管理事務所 会議室1

管理事務所 会議室2

管理事務所 会議室3

大淀町文化会館 大ホール

大淀町文化会館 楽屋A

大淀町文化会館 楽屋B

大淀町文化会館 楽屋C

大淀町文化会館 小ホール

大淀町文化会館 会議室A

大淀町文化会館 会議室B

大淀町文化会館 和室

大淀町文化会館 研修室A

大淀町文化会館 研修室B

大淀町文化会館 視聴覚室

大淀町文化会館 調理室

大淀町文化会館 教室A

大淀町文化会館 教室B

大淀中央公民館 調理室

大淀中央公民館 多目的室

大淀中央公民館 陶芸室

大淀中央公民館 和室

大淀中央公民館 会議室

大淀中央公民館 小会議室

平畑体育館 競技場

平畑体育館 卓球台

平畑体育館 バレーボール

平畑体育館 バドミントン

大淀町平畑運動公園 テニスコート

大淀町平畑運動公園 サッカー場

奈良県大淀健民運動場 奈良県大淀健民運動場 奈良県大淀健民運動場

旭ヶ丘運動場 旭ヶ丘運動場 旭ヶ丘運動場

津風呂湖カヌー競技場施設

5 28

大淀町平畑運動公園

大淀町中央公民館

大淀町文化会館

1 9

大淀町

吉野町
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団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

野球場 野球場

テニスコート１ テニスコート１

テニスコート２ テニスコート２

テニスコート３ テニスコート３

テニスコート４ テニスコート４

テニスコート５ テニスコート５

テニスコート６ テニスコート６

テニスコート７ テニスコート７

テニスコート８ テニスコート８

テニスコート９ テニスコート９

テニスコート１０ テニスコート１０

本館 研修室

本館 会議室

本館 講習室

別館 多目的室

体育館 体育館A

体育館 体育館B

グラウンド グラウンドA

グラウンド グラウンドB

体育館 体育館

テニスコート テニスコートA

テニスコート テニスコートB

運動場 運動場

ファミリープール ファミリープール

テニスコート テニスコート

テニスコート テニスコート

テニスコート テニスコート

テニスコート テニスコート

運動場 運動場全面

運動場 運動場Ａ

運動場 運動場Ｂ

第３サイト ログハウス１

第３サイト ログハウス２

第３サイト ログハウス３

第３サイト ログハウス４

第３サイト ログハウス５

第２サイト バードロッジ１

第２サイト バードロッジ２

第２サイト バードロッジ３

第１サイト 持ち込みテント区画１

第１サイト 持ち込みテント区画２

第１サイト 常設テント１

第１サイト 常設テント２

第２サイト 常設テント１

第２サイト 常設テント２

第１サイト かまど利用１

第１サイト かまど利用２

第１サイト かまど利用３

第１サイト かまど利用４

第２サイト かまど利用１

第２サイト かまど利用２

第２サイト かまど利用３

第２サイト かまど利用４

野外活動センター

まほろば健康パーク

心身障害者福祉センター

大渕池公園

第二浄化センタースポーツ広場
奈良県 7 97

11 



団体名 施設数 設備数 ①施設名 ②建物・会場名 ③設備名

奈良SA施設予約機能 設定登録施設一覧

南コート オムニコート１

南コート オムニコート２

南コート オムニコート３

南コート オムニコート４

南コート オムニコート５

南コート オムニコート６

南コート オムニコート７

南コート オムニコート８

中コート オムニコート９

中コート オムニコート１０

中コート オムニコート１１

中コート オムニコート１２

北コート オムニコート１３

北コート オムニコート１４

北コート オムニコート１５

北コート オムニコート１６

北コート オムニコート１７

北コート オムニコート１８

北コート オムニコート１９

北コート オムニコート２０

中央コート オムニコート２１

中央コート オムニコート２２

中央コート オムニコート２３

中央コート オムニコート２４

中央コート オムニコート２５

中央コート オムニコート２６

中央コート オムニコート２７

中央コート オムニコート２８

クラブハウス 会議室A

クラブハウス 宿泊室１

クラブハウス 宿泊室２

クラブハウス 宿泊室３

クラブハウス 宿泊室４

クラブハウス 宿泊室５

旧管理棟 会議室B

大会議室 大会議室

中会議室 中会議室

第一会議室 第一会議室

第二会議室 第二会議室

第三会議室 第三会議室

研修室Ａ 研修室Ａ

研修室Ｂ 研修室Ｂ

研修室Ｃ 研修室Ｃ

大ホール 大ホール

合計 76 539 ― ― ―

橿原公苑明日香庭球場

奈良県社会福祉総合センター

奈良県 ー ー
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別紙２

〇奈良スーパーアプリ施設予約システム 操作マニュアルについて
（初期設定業務編・定期対応業務編）

ファイル容量が大きいため、個別での提供とさせていただきます。
ご入用の方は、下記連絡先までご連絡ください。

奈良県総務部デジタル戦略課地域情報化推進係
電話：０７４２－２７－８４４６（直通）


